
別紙様式１（別紙） 
 

平成２４年度包括外部監査の結果に基づく措置状況 
 

 監査対象 

 部局等名 
 

福祉保健部 長寿福祉課 
（対象施設：呉羽山・海岸通・南老人福祉センター） 

 

 
 
 包括外部 
 監査人の 
 指摘事項 

 
本来行うべき医師相談業務の実施が必要である（海岸通）。ま

た、機能回復訓練も実施されるようにすべきと考える（呉羽山）。 
 

 

 
 
 
 
 
 措置状況 

 
呉羽山老人福祉センターの指摘事項については、「何らかの措置

を講じる予定であるが、中・長期的な対応を要するもの」としてお
りましたが、令和５年３月末にて廃止となりました。 
 
※海岸通福祉センターに対する指摘事項については、平成２８年度
に措置状況を提出済み。 

 
 注：「包括外部監査人の指摘事項」は原文どおり記載すること。 
 
 


